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 新旧対照表

 新 旧

 高知県スマート農業推進事業費補助金交付要綱 

 

第１条 （省略） 

 

（補助目的、補助対象事業及び補助事業者） 

第２条　県は、生産性の向上による地域農業の持続的発展を目的に、別表第１

に掲げる事業に要する経費について、同表に掲げる補助事業者（以下「補助

事業者」という。）に対して予算の範囲内で補助金を交付する。（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

（補助対象経費、補助の要件及び補助率等） 

第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容、

補助対象経費、補助の要件、事業実施主体及び補助率等は、別表第１に定め

るとおりとする。ただし、（削除）算出された交付額に 1,000 円未満の端数

を生じた場合には、当該端数を切り捨てるものとする。 

 

 

第４～６条　（省略） 

 

高知県スマート農業推進事業費補助金交付要綱 

 

第１条 （省略） 

 

（補助目的、補助対象事業及び補助事業者） 

第２条　県は、生産性の向上による地域農業の持続的発展を目的に、別表第１

に掲げる事業に要する経費について、同表に掲げる補助事業者（以下「補助

事業者」という。）に対して予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、別

表第１の「事業区分」欄の２に定める事業は、スマート農業・農業支援サー

ビス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金交付等要綱（令和７年１月

15 日付け６農産第 3462 号農林水産事務次官依命通知）及びスマート農業・

農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業実施要領（令和７年１

月 15 日付け６農産第 3572 号農林水産省農産局長通知）に基づき実施するも

のとする。 

 

（補助対象経費、補助の要件及び補助率等） 

第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容、

補助対象経費、補助の要件、事業実施主体及び補助率等は、別表第１に定め

るとおりとする。ただし、別表第１の「事業区分」欄の１に定める事業を実

施する補助事業者は、算出された交付額に 1,000 円未満の端数を生じた場合

には、当該端数を切り捨てるものとする。 

 

第４～６条　（省略） 
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 （削除） 

 

 

 

 

 

 

第７条　（省略） 

 

 

（補助事業の変更等） 

第８条　補助事業者は、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしよ

うとするときは、あらかじめ別記第４号様式による補助金変更承認申請書

を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）補助金の増額又は 30 パーセントを超える減額を生じる場合 

（削除） 

（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

 

 

（補助事業の実績報告等） 

第９条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、別記第５号様式による補

助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して 30日を経過した日又は

当該年度の３月 31日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならな

い。 

２　（省略） 

 

（補助金の交付決定前の着手） 

第７条　補助事業者は、別表第１の「事業区分」欄の２に定める事業について、

やむを得ない事由により補助金の交付決定前に着手を行う必要がある場合

は、別記第４号様式による補助金交付決定前着手届を知事に提出しなければ

ならない。 

 

 

第８条　（省略） 

 

 

（補助事業の変更等） 

第９条　補助事業者は、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしよう

とするときは、あらかじめ別記第５号様式による補助金変更承認申請書を知

事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）補助金の増額又は 30 パーセントを超える減額を生じる場合 

（２）補助事業の成果目標を変更しようとする場合 

（３）補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

 

 

（補助事業の実績報告等） 

第 10 条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、別記第６号様式による

補助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して 30 日を経過した日又

は当該年度の３月 31 日のいずれか早い日までに知事に提出しなければなら

ない。 

２　（省略） 
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 ３　第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合におい

て、第１項の補助金実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申

告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その

金額（前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた

額を上回る部分の金額）を別記第６号様式により速やかに知事に報告する

とともに、知事の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（補助金の概算払の請求） 

第 10 条　補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第７

号様式による概算払請求書を知事に提出しなければならない。 

 

 

（補助事業遂行状況の報告等） 

第 11 条　知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業

の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。 

３　第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合におい

て、第１項の補助金実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申

告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金

額（前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額

を上回る部分の金額）を別記第７号様式により速やかに知事に報告するとと

もに、知事の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。 

４　別表第１の「事業区分」欄の２に定める事業を実施する補助事業者は、前

項の規定にかかわらず、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでな

い場合又は消費税仕入控除税額がない場合であっても、その状況等につい

て、補助金額の確定のあった日の翌年６月 20 日までに、別記第７号様式に

より知事に提出しなければならない。 

５　別表第１の「事業区分」欄の２に定める事業を実施する補助事業者は、申

請時に設定した成果目標の達成度について、毎年度、事業を実施した年度の

翌年度の６月 20 日までに、別記第８号様式により知事に報告しなければな

らない。 

 

 

 

（補助金の概算払の請求） 

第 11 条　補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第９

号様式による概算払請求書を知事に提出しなければならない。 

 

 

（補助事業遂行状況の報告等） 

第 12 条　知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業

の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。 
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 （削除） 

 

 

 

 

 

 

（関係書類の保管） 

第 12 条　補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業

の終了年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。ただし、

補助事業により取得した財産のうち、１件当たりの取得価格が 50 万円以上

の機械及び器具で、処分制限期間を経過しないものにあっては、当該処分制

限期間を経過するまでの間、別記第８号様式による財産管理台帳及びその

他関係書類を保管しなければならない。 

 

 

第 13 条　（省略） 

 

第 14 条　（省略） 

 

第 15 条　（省略） 

 

 

 

附則 

１（省略） 

２　別表第１の「事業区分」欄の２に定める事業を実施する補助事業者は、補

助金の交付決定に係る年度の 12 月 31 日現在において、別記第 10 号様式に

よる補助金遂行状況報告書を作成し、当該年度の１月 20 日までに知事に提

出しなければならない。ただし、前条の規定により概算払請求書を知事に提

出した場合は、当該請求書の提出をもって、これに代えることができる。 

 

 

（関係書類の保管） 

第 13 条　補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業

の終了年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。ただし、

補助事業により取得した財産のうち、１件当たりの取得価格が 50 万円以上

の機械及び器具で、処分制限期間を経過しないものにあっては、当該処分制

限期間を経過するまでの間、別記第 11 号様式による財産管理台帳及びその

他関係書類を保管しなければならない。 

 

 

第 14 条　（省略） 

 

第 15 条　（省略） 

 

第 16 条　（省略） 

 

 

 

附則 

１（省略） 
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 ２　この要綱は、令和９年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱に基づき交付された補助金については、第５条第４号から第６号まで、第

７条、第９条第３項（削除）、第 12 条及び第 14 条の規定は、同日以降もな

おその効力を有する。 

 

附則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　この要綱は、令和８年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱に基づき交付された補助金については、第５条第４号から第６号まで、第

８条、第 10 条第３項から第５項まで、第 13 条及び第 15 条の規定は、同日

以降もなおその効力を有する。 

 

（追加） 
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 別表第１（第２条、第３条（削除）関係） 

 

（削除） 

 

 

 

＊１　本事業は、高知県農業支援サービス事業等推進事業費補助金の活用が

できない適切な理由がある場合又は、当該事業が不採択になった場合に限り

受付できるものとする。 

 

 

 

別表第２　（第５条、第６条、第７条関係） 

 

 

 

（削除）区分 補助事業者 事業実施主体 補助対象経費 事業要件
補助率
（補助限度額）

（削除）

１　自動抑草ロボット

２　水田用水位センサー（付
　属品含む。）

（削除）

（削除）（削除） 　（削除）

（削除）

１　ドローンの購入に要する
　経費（備品購入費、付属品
　含む。）

１　ドローン導入３年後以降のドローンによる防除
　面積が１台当たり10ヘクタール以上となること
　（防除面積には、事業実施主体が作業受託する面積
　を含む。）。
２　事業実施主体が農業経営体の場合は、上記に加
　え、他の農業経営体の防除作業を受託すること。
３　水稲だけでなく高収益作物（野菜や果樹等）に
　ついても、ドローンによる防除を実施すること。
４　補助内容２については、ドローンの導入と一体
　的に実施すること。
５　高知県無人航空機による空中散布実施要領に基
　づき、空中散布計画書及び実績報告書を環境農業
　推進課長に提出すること。

　（１）農業用ドローン導入支援

２　ドローンの操作に必要な
　技術の習得に要する経費
（講習会参加費）

　（２）自律式・リモコン式草刈機
　　導入支援

 　 自律式・リモコン式草刈
　機の導入に要する経費（備
　品購入費、付属品含む。）

１　自律式・リモコン式草刈機導入翌年度以降、15
　日/年以上使用すること。
２　事業実施主体が農業経営体の場合は、上記に加
　え、他の農業経営体の除草作業を受託すること。
３　自律式・リモコン式草刈機（スマート農業技
　術）の普及・啓発に取り組むこと。

　（３）その他スマート農業機械導
　　入支援

１　導入機械（スマート農業技術）の普及・啓発に
　取り組むこと。

４分の１以内(市町村の継足
４分の１以上)

市町村

１　農業経営体
２　農業生産組織
３　農作業受託組織
４　農業協同組合
５　農業支援サービ
　　ス事業体

１においては、事業
実施主体及び経営し
ている農地が目標地
図に位置付けられて
いること、又は位置
付けられることが確
実であること。

２～５においては、
事業実施主体又は構
成員が地域計画又は
目標地図に位置付け
られていること、又
は位置付けられるこ
とが確実であるこ
と。

３分の１以内(市町村の継足
３分の１以上、上限150万円)

別表第１（第２条、第３条、第７条関係） 

 

 

＊１　事業区分１に定める事業を実施する事業実施主体は、市町村の策定する

地域計画に位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれる

こと。（省略） 

 

＊２　事業区分２に定める事業におけるスマート農業機械は、スマート農業・

農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業実施要領（令和７年１月

15 日付け６農産第 3572 号）別記３－２　の農業支援サービス立ち上げ支援の

うちスマート農業機械等導入支援　別表２に記載の内容に準ずるものとする。 

 

 

別表第２　（第５条、第６条、第８条関係） 

 

 

 

事業区分 補助事業者 事業実施主体 補助対象経費 事業要件
補助率
（補助限度額）

１　スマート農業機械導入支援事業

１　自動抑草ロボット

２　水田用水位センサー（付
　属品含む。）

２　農業支援サービス事業体支援
　事業 ２分の１以内（１サービ

ス事業体当たり1,500万円
を上限とする。ただしス
マート農業機械＊２の場
合は3,000万円とする）

農業支援サービス事業体
　スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業実施要領
（令和７年１月15日付け６農産第3572号）別記３－２　農業支援サービス立ち上げ
支援のうちスマート農業機械等導入支援　第４及び第５第１項によるものとする。

１　ドローンの購入に要する
　経費（備品購入費、付属品
　含む。）

１　ドローン導入３年後以降のドローンによる防除
　面積が10ヘクタール以上となること（防除面積に　
　は、事業実施主体が作業受託する面積を含む。）。
２　事業実施主体が農業経営体の場合は、上記に加
　え、他の農業経営体の防除作業を受託すること。
３　水稲だけでなく高収益作物（野菜や果樹等）に
　ついても、ドローンによる防除を実施すること。
４　補助内容２については、ドローンの導入と一体
　的に実施すること。

　（１）防除用ドローン導入支援

２　ドローンの操作に必要な
　技術の習得に要する経費
（講習会参加費）

　（２）自律式・リモコン式草刈機
　　導入支援

 　 自律式・リモコン式草刈
　機の導入に要する経費（備
　品購入費、付属品含む。）

１　自律式・リモコン式草刈機導入翌年度以降、15
　日/年以上使用すること。
２　事業実施主体が農業経営体の場合は、上記に加
　え、他の農業経営体の除草作業を受託すること。
３　自律式・リモコン式草刈機（スマート農業技
　術）の普及・啓発に取り組むこと。

　（３）その他スマート農業機械導
　　入支援

１　導入機械（スマート農業技術）の普及・啓発に
　取り組むこと。

４分の１以内(市町村の継
足４分の１以内必須)

市町村

農業経営体、
農業生産組織、
農作業受託組織、
農業協同組合、
農業支援サービス事
業体　＊１

３分の１以内(市町村の継
足３分の１以内必須、上
限150万円)
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自立式・リモコン式草刈機（省略） 

 

 

 

自立式・リモコン式草刈機（省略） 
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 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２～３号様式　（省略） 

 

 

 

第２～３号様式　（省略） 
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 （削除） 
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15 
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 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

５～６　（削除） 

 

５～６　（省略） 



19 

 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
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 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８号様式（第 12 条関係）　（省略）

 

 

第 11 号様式（第 13 条関係）　（省略）


